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６月定例教育委員会会議録 

１ 開催日時 平成27年６月24日（水）15時12分～16時37分 

２ 開催場所 武雄市役所 ４階会議室 

３ 出席者名 教育委員：諸石職務代理者、古場委員、前田委員、河内委員、奥川委員、 

            貝原委員、岡本委員、森委員、犬走委員、浦郷教育長 

       事 務 局：溝上教育部長、大宅教育部理事、德永学校教育課長、牟田未来課

長、古賀スマイル課長、中尾文化・学習課参事、杉原図書館・歴

史資料館長、山頭学校教育課参事、西野文化・学習課参事、樋渡

教育総務課総務係長、八坂教育総務課施設係長 

４ 傍聴者数      なし 

５ 報道関係者     なし 

６ 議事録署名人の指名 【奥川委員を指名】 

７ 前回会議録の承認  平成27年４月定例教育委員会会議録    【原案どおり承認】 

８ 教育長の報告   前回以降の報告 

           １ 児童・生徒の活動    ２ 教職員 

           ３ 官民一体型学校について ４ 議会については部長より報告 

           ５ 来週から学校訪問 

９ 議 事 

  (1)提出議案 

  第８号議案 平成27年度学校施設整備計画について       【原案どおり議決】 

  第９号議案 武雄市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

【原案どおり議決】 

  第10号議案 武雄市教育委員会評価委員会委員の委嘱について  【原案どおり議決】 

  第11号議案 公民館長の任命について             【原案どおり議決】 

  (2)協議事項 

  平成26年度評価委員会提出「点検・評価シート」について（別冊） 

  (3)報告事項 

  ① 武雄市社会教育委員の任命・委嘱について 

  ② 公民館運営審議会委員の任命・委嘱について 

  ③ 学校給食センター運営委員会委員及び監事の任命・委嘱について 

10 各課等からの報告 

11 次回開催日程について    【平成27年７月23日（木）15時～ 市役所４階会議室】 

12 その他 

13 閉会 
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14 会議録 

 

午後３時12分 開会 

○職務代理者 

 大半、田植えがもう済んで、植えた後の水面に周りの景色が映って、ところどころでカエ

ルの鳴き声も盛んになりました。ああ、もうしばらくしたらさなぼりの音が聞こえるかなと

思いながら、季節の移り変わりを感じております。 

 では、ただいまより定例教育委員会を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 きょうは時間が15分くらい過ぎておりますし、議事もたくさんあるようでございます。ど

うぞ御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 議事録署名人の指名でございます。今度は奥川委員さんでございます。よろしくお願いい

たします。 

 では、前回の会議録の承認でございます。５月19日の定例教育委員会の分ですが、何かご

ざいますか〔「なし」と声あり〕。 

 そしたら、ないようですので、記録のとおり承認することと決定いたします。 

 では、教育長の報告です。教育長お願いいたします。 

○教育長 

 そしたら、前回以降のことについて報告をいたします。 

 まず、児童・生徒の活動でございます。 

 全体的には非常に円滑な学校経営が行われております。 

 １ページの教育長報告の中にもありますが、子ども自転車武雄地区大会というのが毎年

あっております。しかし、二、三年前から、数名の指導のために放課後、あるいは早朝、先

生方に負担がかなりかかるというところで出場校が５校程度になっております。しかし、交

通安全協会とか駐在さんとか非常に熱心に御指導いただいたりして、自転車大会には出場し

なくても、交通安全そのものは極めて大事でありますので、出場者は模範運転手であるとい

う称号を送っております。地元で見本になってほしいということで励ましております。 

 山内西小学校が県大会に出場するようであります。 

 それから、お届けしているかわかりませんが、山内西小学校での前年度からのお話しいた

だいていたことについては、途中で文書等を差し上げたと思いますけれども、時間に迫られ

ずに、終了後、追加の資料をお届けしたいと思っております。 

 中体連前になりまして、時々練習状況等を見せてもらったりするんですが、非常に熱心に

生徒たちは頑張っておりまして、目標を持って一生懸命励んでいる姿というのを見ておりま

す。 

 あわせて、この時期がどうしても体罰とか生じやすい時期でありますので、ちょうど26日
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に校長会を予定しておりますから、指導もしていきたいと思っております。 

 教職員につきましては、新聞等でもありましたように、新規採用教員の採用試験の倍率が

非常に下がってきております。ということは、採用もふえる傾向でありまして、そういう面

では近隣、近くの希望者の方はぜひ頑張っていただきますようにお願いしたいと思っており

ます。 

 それから、西部教育事務所も次第に専門的な指導を高めていくということで、いろんな形

での指導で入ってもらっております。例えば、昨年あたりから校門での挨拶指導とか、事務

所の先生方が立ってもらっているところもございます。もちろん県の行政機関ですので、一

応各市町の要請を受けてという形でしてもらっております。あの人、誰やろうかという人が

立っておられるときがあるかわかりませんけど、御了解をお願いしておきたいと思います。 

 ＩＣＴ教育については、先ほどから熱心に御意見いただきましてありがとうございました。 

 官民一体型学校についてでございますが、先日の６月20日、東川登小学校で公開授業をし

ていただきました。他校の協議会からも非常に多くの方に参観していただいておりました。

現在、申請に係る協議を各学校区でしてもらっているというところでございます。要するに

学校を支援する体制を各小学校区でつくっていただくと。最終的には中学校区を含めた体制

づくりにどうつなげていけるかというのが一つの官民一体型学校の一面であるし、本質的な

部分であると思っておりますので、ぜひこの辺も御理解をいただきたいと思っております。 

 それから、夏休みに入ったすぐでありますが、武内小学校では福岡の花まる英進館との事

業として、体験ツアーを含んだ公開授業を予定されております。前回もそうでしたけれども、

片方には移住者、移住希望者に声をかけるという面も当然あります。 

 それから、議会中でございますが、議会については、この後、部長から報告をしてもらい

ます。あしたが閉会でありますので、採決にはなっていないわけですけれども、御存じのと

おり、子ども・教育部という改革が提案されております。そうしますと、教育委員会として

の業務についてもかなり拡大されてくる部分がございます。そういう意味では、さらに勉強

せんといかんというところでありますが、次の子ども会議の幼保小連携とか、まさにかかわ

りが出てくるところだろうと思っております。 

 いよいよ来週から学校訪問等が始まります。それについても、前から尐し変更等もしてお

りますけれども、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 以上です。 

○職務代理者 

 ただいまの教育長の報告に何かお尋ね、御質問ございませんか〔「なし」と声あり〕。 

 ないようでしたら、６月議会の報告を教育部長、こども部長にお願いしたいと思います。 

 では、教育部長お願いいたします。 

○教育部長 
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 それでは、私のほうから６月議会につきまして御報告を申し上げます。 

 ６月議会は６月１日に開会いたしまして、今回、途中に全国市長会、あるいは全国議長会

等の開催がございましたので、途中、休会を挟んで、先ほどありましたとおり、あしたが最

終日、討論、採決ということになっております。そういうことで、まだまだ会期中でござい

ます。 

 そういう中、今回、教育委員会の関連といたしまして、議案としては、１つは事件議案が

１件と、あとは補正予算、そして、一般質問がございました。 

 まず、事件議案ですけれども、これは今年度工事を予定しております武雄中学校の屋内運

動場、これにつきましては、工事費が１億5,000万円以上の工事ということで、議会の議決

が必要でありますので、その承認を得たものでございます。 

 今回に限りましては、特に工事期間を十分に確保するという意味で、通常の閉会日じゃな

くて、６月１日の開会日に先議を議員さんにしていただきまして、これについては既に承認

をいただいております。 

 続きまして、補正予算でございますけれども、主なものといたしましては、学校教育関係

では国、県の補助金が確定いたしましたので、今年度も予定していますスーパー食育スクー

ルの事業、あるいはコミュニティースクール事業、そしてあと、新規事業になりますけれど

も、学校支援地域本部事業等の関連予算について補正を行っております。 

 また、学校施設に関しましては、本日も議案等でお願いしていますけれども、川登中学校

の技術棟及び音楽室の大規模改造、それと、北方中学校のエレベーター等の増築工事の工事

費の補正を行っております。 

 なお、当初予算で予定をしておりました武雄北中学校の給食室の改築工事については、今

年度、全国的に補助金要求が多くて、今回、採択漏れになっています。そういうことで、今、

工事を先送りということで、今回、その関連経費については減額をしているところで、今後

のことについては今協議をして、どういうやり方でいこうかというのを考えているところで

ございます。 

 またあと、予算では、文化・学習課関係では自治公民館のトイレの洋式化の補助、これに

ついてはまた要望が多くありましたので、今回増額をしております。 

 それとあと、文化面では、２年目の取り組みとなりますけれども、東京混声合唱団とのア

ウトリーチの演奏会、これに関する補助金が確定いたしましたので、その開催経費等につい

て補正を行っております。 

 最後に、一般質問になりますけれども、今回は10名の議員さんから御質問をいただいてお

ります。 

 主なものといたしましては、今回、ＩＣＴ教育に絡んで多くの質問等もございました。中

身といたしましては、タブレット端末の導入の経緯、あるいは情報モラル教育、そして、Ｉ
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ＣＴ教育の効果検証等について御質問がございました。 

 また、食育に絡んで、若木小学校のスーパー食育スクールの取り組みの状況、そして特別

支援教育、それとまた、最近、園児数がずっと減尐しております北方幼稚園の現状、それと

今後についてという質問もございまして、教育長のほうから丁寧に御答弁をいただいたとこ

ろでございます。 

 これ以外の質問では、図書館の今後についてということで、これについては小松市長のほ

うから答弁がございまして、これまでのキッズライブラリー構想ですね、これをさらに発展

させた形で、家族で楽しく学べる場ということで、これは仮称ですけれども、子育てセン

ター的なものを図書館の周辺につくりたいという答弁がございましたので、これから教育委

員会といたしましては、この実現に向けまして調査検討に早速入っているところでございま

す。 

 最後になりますが、先ほど教育長からありましたけれども、６月議会の目玉といいますか、

組織改編について、市の部設置条例の一部改正条例が提出されておりまして、現在の政策部、

あるいはつながる部の担当業務、あるいは名称変更の見直しがされております。それとあわ

せて、現在のこども部の業務が教育部とくらし部にそれぞれ移管されるということで、新た

な部署として子ども・教育部を設置するということで、今、審議が続けられております。 

 具体的な業務、あるいは詳細等については、今、関係課等でチェック等を行っておりまし

て、もう尐し具体化すれば、また皆様方にきちっと報告できるかと思います。それについて

も、最終的にはあした可決されればということになりますので、そういうことになると８月

１日からスタートとなりますので、まずは御報告だけをしておきたいと思います。 

 議会については、簡単ですけれども、以上のとおりでございます。 

○職務代理者 

 ありがとうございました。 

 では、こども部未来課長、どうぞ。 

○未来課長 

 こども部長が本日は欠席ですので、かわって報告をさせていただきます。 

 まず、こども部のほうより本議会では補正予算につきまして１件、これについては平成27

年度中ですが、保育所の施設整備を２園計画いたしております。たけお保育園と大崎保育園、

２園ですけれども、こちらの改築費補助を提案させていただきました。 

 そして、一般質問につきましては、７名の議員さんのほうから質問をしていただきました。 

 主な内容ですけれども、多子化対策といたしまして、現行でも保育料の軽減措置を実施し

ているわけですけれども、多子世帯、多子化対策といたしまして、３人目以降を補助の対象

範囲を現行より拡大して、無料化にできないだろうかという質問でした。これにつきまして、

市長のほうより、試算をしてみたところ財政的な負担が大変大きいということで、今後も多
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子化政策については効果的な政策を議論していきたいと答弁をいたしました。 

 それから、市として新たに取り組む独自の子育て支援ができないかという質問がございま

したけれども、これについては、新制度への移行に伴いまして、保育園とか幼稚園の保育料

負担が変わらないような、負担増にならないような経過措置を既にとっているところでござ

います。それから、保育所の環境整備といたしましても、園舎の改築の補助について、国、

県の補助に合わせて市のほうも補助をしているということで答弁をさせていただいておりま

す。 

 そして、放課後児童クラブの時間延長についても質問がございました。これについては３

月議会でも質問がありましたけれども、子どもたちはそれぞれの家庭で親が育てて、そして、

導いていくという教育的な観点は非常に重要であるというのは大前提で、その上で、どうし

ても時間延長が必要であるというニーズに応えて時間延長を実施したいということで、時期

は決まっていないけれども、早い時期に具体案を出したいという答弁をされております。 

 放課後のあり方については、児童クラブも含めてですけれども、地域と行政の協働で放課

後の子どもたちを見守っていくことが必要であるので、地域の人が入れるような、そういっ

た仕組みを整えていきたい、検討していきたいという答弁をしております。 

 それから、放課後児童クラブを北方幼稚園で利用できないだろうかという質問に対しまし

ては、園舎が活用できるかどうかについては確認が必要でありますし、支援員の意見も聞き

ながら、子どもたちの環境というものを一番に考えた上で検討をしていきたいという答弁を

されました。 

 以上です。 

○職務代理者 

 ありがとうございました。 

 以上、報告ですが、何か質問がありましたら、時間の都合上、２つぐらいお受けします。

ありませんか〔「なし」と声あり〕。 

 そしたら、議事に進みたいと思います。 

 まず、提出議案でございます。 

 では、第８号議案 平成27年度学校施設整備計画について提案をお願いいたします。 

○教育総務課総務係長 

 ２ページ、第８号議案 平成27年度学校施設整備計画について、議案書により説明。 

○職務代理者 

 施設係長、どうぞ。 

○教育総務課施設係長 

 ２ページ～６ページ、第８号議案 平成27年度学校施設整備計画について、議案書により

説明。 
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○職務代理者 

 第８号議案でございます。ただいまの提案に御質問ありましたらどうぞ。 

 済みません、聞き漏らしました。川登中学校の工期はいつからですか。 

○教育総務課施設係長 

 工期は27年８月から28年２月を予定しています。 

○職務代理者 

 ありがとうございました。 

○Ａ委員 

 合併特例債は大変貴重な財源ということで、結構なことと思いますが、これはいつごろま

で適用になるんですか。 

○教育部長 

 それについては私のほうから、合併特例債については当初計画から延びまして、平成32年

度まで活用ができます。武雄市の場合も今後、庁舎とか大きな事業を抱えていまして、なる

べく有効にということで財政課のほうが考えて、それぞれ有効活用しているところでござい

ます。以上です。 

○Ａ委員 

 はい、ありがとうございました。 

○職務代理者 

 ほかにございませんでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 では次、第９号議案 武雄市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱です。 

○教育総務課総務係長 

 ７ページ～10ページ、第９号議案 武雄市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正

する要綱について、議案書により説明。 

○家庭支援係 

 第９号議案 武雄市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について、議

案書により詳細説明。 

○職務代理者 

 では、第９号議案について質問ございませんか。 

○教育総務課総務係長 

 ９ページから10ページ、第９号議案 武雄市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改

正する要綱について、補足説明。 

○職務代理者 

 何か御質問ございませんでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 ないようでしたら、異議なしと認めます。原案どおりに可決いたしました。 
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 では次に、第10号議案 武雄市教育委員会評価委員会委員の委嘱について提案をお願いい

たします。 

○教育総務課総務係長 

 11ページ～12ページ、第10号議案 武雄市教育委員会評価委員会委員の委嘱について、議

案書により説明。 

○職務代理者 

 では、第10号議案、御質問等ございませんか。よろしいでしょうか〔「なし」と声あり〕。 

 では、異議なしと認め、原案のとおり可決いたしました。 

 では、第11号議案 公民館長の任命についてでございます。 

○教育総務課総務係長 

 13ページ、第11号議案 公民館長の任命について、議案書により説明。 

○職務代理者 

 公民館長の任命についてです。質問ありませんか〔「異議なし」と声あり〕。 

 異議なしと認めます。原案のとおりに可決、承認いたしました。 

 では、次に協議事項に移りたいと思います。26年度評価委員会提出「点検・評価シート」

についてでございます。 

○教育総務課総務係長 

 協議事項 平成26年度評価委員会提出「点検・評価シート」について、平成26年度武雄市

教育委員会点検・評価シートにより説明。 

○職務代理者 

 たくさんありますけれども、一応見ていただいて、順番はかかわらずに、何かお気づきの

点等、またお尋ねになりたい点等ありましたらお願いいたします。 

○Ａ委員 

 そしたら、１ページから何点かありますので、まとめてずっと言っていきます。 

 １ページの一番上の(1)の事業評価がＣと、その下がＡ、Ａで、施策評価はＢですよね。

一番下から２番目の(3)のところは同じくＡが２でＣが１つで、施策評価はＡですよね。こ

れ何でＣが１つ、Ａが２つ、同じような評価でＡとＢが違うのかというのが１点ですね。 

 それから２ページですね、２ページの一番上の(1)のところですが、これは評価の達成度

が小学校100％、中学校67％ですので、事業評価はＢになっておりますが、これはＡじゃな

いかなと思いました。 

 それから、その次の３ページもですが、３ページの一番上の(1)のところですが、これも

事業評価がＢですが、これも97％と100％で達成となっておりますので、これも事業評価は

Ａでいいんじゃないかと思いました。 

 それから、その同じページの(3)と(4)です。ここも事業評価が上のほうがＢと、それから
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体力・生涯体育のところの①がＢですよね。これも達成度からいけばＡでいいんじゃないか

なと思いました。 

○教育総務課総務係長 

 ご指摘ありがとうございます。訂正いたします。 

○Ｅ委員 

 評価のＡというのは何％からがＡなんですか。 

○教育総務課総務係長 

 表紙のほうをごらんください。評価は４段階でして、Ａが「達成」ということで80％以上、

Ｂが「ほぼ達成」ということで50％から79％まで。Ｃが「やや不十分」ということで20％か

ら49％、Ｄが「不十分」ということで19％以下ということで評価をしております。 

○Ａ委員 

 議会に報告はされるんですかね。 

○教育総務課総務係長 

 評価委員会を７月から８月に３回行って、最終日に評価委員会からの提出という形で評価

をいただきます。その評価を９月議会で議会に報告しています。 

○職務代理者 

 ほかにございませんか。Ｆ委員さん、どうぞ。 

○Ｆ委員 

 この達成度が100％ということはよくできたということだと思うんですけれども、それぞ

れの項目に課題・問題点・改善点というのが記載してあります。平成27年度はこの課題・問

題点・改善点を考慮して具体的施策を立てるというのが先ほど小松市長がおっしゃっていた

ＰＤＣＡにつながるのではないかなと思っておりますが、例えば、重点事項４「幼・保・

小・中連携の推進」のところで、私、保育園の園長ですけれども、幼・保・小連携に関する

ということで、一番最後に課題・問題点・改善点、平成27年度も継続して取り組むと。達成

度は100％となっております。ということは幼・保・小の連携に関しては問題がないと捉え

られてもおかしくないのかなと。確かに今度の教育会議でも幼・保・小連携に議題が上がる

ぐらい、私も園長としてよくわかっておるんですが、難しい課題がたくさんあるとは思いま

す。しかしながら、やはりこの問題点、改善点というのを上げるときは、もうちょっと精査

してというか、この改善点が次の年のいい方向に生きるような内容。100％だったら、もう

これは来年しなくていい、いわば当たり前になっている状態じゃないのかなと私は捉えまし

たので、問題があるところを変えていくというふうな捉え方の、こういう点検・評価という

のを継続していくべきではないかと考えております。どうしろと言われたらちょっと難しい

んですけど。 

○教育総務課総務係長 
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 評価委員さんのほうにも毎年言われることなんですけど、評価の一番の肝は目標数値とい

うのをどうつくるかというところであって、そこを数値にするというのが非常に難しいとこ

ろとです。 

 それと「幼・保・小・中連携の推進」であれば、大きな話でこれを見るというわけではな

く、その項目で主要事業を挙げており、その事業に対する目標数値を示しています。これで

いきますと、連絡会、交流会の開催という事業を全学校でするよと。それを11校でしたら11

校全部したということで100％と、この評価シートであればそういう書き方になってしまい

ます。問題点・課題点については、事業について来年も取り組みますと書かざるを得ないと

いうところが出てくるということですね。大きく幼・保・小・中連携の問題点とかなれば、

このやり方を変更していかなくてはならない、それが本当だと思いますけれども、なかなか

この評価シートをつくる際に難しいところがそういうところです。 

○Ｆ委員 

 やはりこういう年間の目標というのを立てるときは、それこそ先ほどのお話じゃないです

けれども、たくさんの人のたくさんの意見を聞きながら、本当に解決しなくちゃいけない問

題は何かということを積み上げていくというのがもちろん理想ではないかなと思っておりま

す。しかしながら、実際問題としては、先ほど係長がおっしゃったようなことではないかと。

そのお互いの今の現状を踏まえて、次の一歩、例えば、幼・保・小であれば、どういうこと

に対して問題を解決すれば、この幼・保・小連携がうまくいくかということの話し合いとか、

そういう機会とか、そういうところを、これは教育委員会の中で出されている評価シートな

ので、方向性というか、そういうのを話し合う場があってもいいんじゃないかなと思ってお

ります。私も昨年まで会長をしておりましたが、そういう機会はありませんでした。なので、

そういう話し合う機会ですね、もちろんできることと現実問題できないことがあると思うの

で、できるところから取り組んでいただければなと思っております。 

○Ｅ委員 

 同じようなことになるかもしれませんけれども、２ページの(2)の不登校やいじめのとこ

ろの目標数値のところに、「全児童生徒数の１％以内とする」と目標を上げてありますけれ

ども、もともとが大体どれくらい、何％ぐらいいるのか。年度初め、１年間が終わって学年

が上がったときに、引き続きで前の学年から引き続き不登校という子どもたちがやはりいる

わけで、そこでこの目標の立て方というのは何か違和感を感じております。どのくらい改善

したのかというところを、もともとの数値からどれくらい改善したのかという目標の立て方

のほうがいいんじゃないだろうかと思います。 

○職務代理者 

 教育長、お願いします。 

○教育長 
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 お話もっともなところで、今これが６回したところなんですね。最初は数値ほとんどない

ような項目で目標を立てていたんです。しかし、それではぱっと見たときに非常にわかりに

くいと。いろいろ考えて読み込まないとわからないと。公表するんですけれども、公表した

段階で非常に見る人にとってどうなのかというような意見が非常にありまして、数値化が非

常にやりにくい項目もありますけれども、象徴的にこの数値でいけば全体に影響するじゃな

いかというような出し方ができないかということで、今年度、27年度であっても、一番後ろ

の辺に数値化した目標を出しているわけですね。ですから、場合によっては、ここのところ

を再度もう一回見てもらって、27年度のところを、これでは来年見るときにちょっと難しく

ないかというようなところは出していただいてもいいのかなという気もしております。 

 それから、ＰＤＣＡがこの場合どうしても１年ずれるという、ここはいたし方ないところ

で、26年度の３月までを見てもらうためには、27年度の計画は予算化等々含めてもう動いと

るわけですね。だから、そこは半分考慮しつつ、次の年度を進めているということ、これは

どうしてもいたし方ないところと思っています。 

 以上です。 

○職務代理者 

 というような御説明でございます。総務係長、どうぞ。 

○教育総務課総務係長 

 済みません、１つだけ。先ほどＥ委員さんが言われた(2)の不登校やいじめのところにつ

いては、お配りしている平成２６年度「武雄市の教育」に記載している目標値とは違います。

記載分は「不登校児童生徒数前年度10％減」で、昨年の評価委員会の指摘により、これじゃ

わかりにくいということでこの１％の表現になったという経緯がございます。確かにこの短

い四角の中で書いていくというのが難しいところがありまして、改善できる点は改善してい

きたいと思います。 

○職務代理者 

 今の御説明等でよろしいでしょうか。 

○Ｅ委員 

 はい。 

○職務代理者 

 Ｆ委員さん、いいでしょうか。 

○Ｆ委員 

 はい。 

○職務代理者 

 そしたら、ほかにありましたらどうぞ。 

○教育長 
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 これも教育委員会を外部評価するというのもちょっと法的な縛りはあるんですけど、総合

教育会議も始まって、うちは９名さん教育委員さんいらっしゃいますし、チェックのチェッ

クは十分できているんじゃないかなという気もしているんですよね。だから、評価にエネル

ギーを使う、それは大事だけれども、それは大事に生かしていかんといかんけれどもですね。

だから、場合によっては簡略化してもいいのかなというような気もする。法的なものをどれ

だけ無視できるかはあれですけれども。 

○Ｆ委員 

 多過ぎると。 

○Ｃ委員 

 確かに 

○教育長 

 同じ感じですね。 

○職務代理者 

 今後、それこそ検討課題ということで、また事務局側でもこういう検討をしていただきた

いと思います。 

 そしたら、点検・評価シートの件はこれで終わりたいと思います。 

 では、報告事項でございます。 

 報告事項が３つあるようでございます。 

○教育総務課総務係長 

 15ページ～17ページ 武雄市社会教育委員の任命・委嘱について、公民館運営審議会委員

の任命・委嘱について、学校給食センター運営委員会委員及び監事の任命・委嘱について、

議案書により説明。 

○職務代理者 

 報告事項でそれぞれ各委員さん方が任命されて、現在、いろいろと活動をしていただいて

おります。 

 以上、報告ですので、これで終わりたいと思います。 

 では、各課からの報告お願いいたします。 

 まず、教育総務課お願いします。 

○教育総務課総務係長 

 19ページ、１行事報告、２行事予定について、平成27年６月 定例教育委員会報告事項に

より説明。 

○職務代理者 

 学校教育課お願いします。 

○学校教育課長 
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 20ページ、１行事報告、２行事予定、３寄附採納について、平成27年６月 定例教育委員

会報告事項により説明。 

○職務代理者 

 ありがとうございました。 

 では、スマイル学習課、どうぞ。 

○スマイル学習課長 

 21ページ、１行事報告、２行事予定について、平成27年６月 定例教育委員会報告事項に

より説明。 

○職務代理者 

 では、文化・学習課関連についてお願いいたします。 

○教育部理事 

 22ページ～26ページ、１行事報告、２行事予定について、平成27年６月 定例教育委員会

報告事項により説明。 

○職務代理者 

 ありがとうございました。では、図書館・歴史資料館です。 

○図書館・歴史資料館長 

 27ページ～28ページ、１行事報告、２行事予定について、平成27年６月 定例教育委員会

報告事項により説明。 

○職務代理者 

 ありがとうございました。では、未来課長、どうぞ。 

○未来課長 

 29ページ～30ページ、１行事報告、２行事予定について、平成27年６月 定例教育委員会

報告事項により説明。 

○職務代理者 

 ありがとうございました。 

 では、行事報告についてでございますが、何か質問がありましたらどうぞ。 

○Ｈ委員 

 ２点質問があります。 

 まず、１点目で学校訪問の件なんですけれども、20ページです。学校から御案内は、全て

の学校から御案内が来るかというところと、出欠の御連絡とかをどこにすればいいのかとい

うのがまず１点目です。 

 もう１点目が28ページの図書館のレファレンジャーの件なんですけれども、学校の漢字と

か算数とかの課題だけをサポートされるのか、読書感想文の書き方とかも指導されるのか。

ちょっと生徒さんによっては読書感想文がすごく苦手だという方がいらっしゃるので、そう
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いったところまでもしされるんだったら、すごくいいなとか思いまして、この２点をお聞き

したいと思います。 

 以上です。 

○教育総務課総務係長 

 まず１点目、学校訪問のスケジュールなんですけれども、以前担当班ということで出して

おりました。その後、連絡があった分を把握してまして、その他の時にお話ししようと思っ

てました。 

○図書館・歴史資料館長 

 レファレンスというのは、要するに子どもたちに宿題の答えを教えるんじゃなくて、答え

を導くための方法を教えるということですので、例えば、この本を読めばいいよとか、この

本にこんな詳しいことが書いてあるよという紹介ですね、これをやるということです。 

 それから、読書感想文の書き方については、７月26日の読書感想文の書き方講座がありま

すから、ぜひそれに申し込んで参加していただければと思います。よろしくお願いします。 

○教育長 

 さっき最後に未来課長さんがおっしゃっていただきました雄武町の児童交流団ですけれど

も、聞くところによると、子どもさんたちが10名見えるということでございます。それから、

一昨年来られた佐藤団長さんが今度も団長でおいでいただくということです。27日は都合を

つけていただいて、お迎えいただけたらと思います。 

○職務代理者 

 ほかにございませんか。Ａ委員さん、どうぞ。 

○Ａ委員 

 今、教育長さんがおっしゃった件ですが、未来課長さん、雄武町児童交流団の交流会と表

敬訪問の時間はどんななっていますか。 

○未来課長 

 この時間については、正式にまた御案内を差し上げるということでよろしくお願いいたし

ます。 

○Ｇ委員 

 19ページの７月１日月曜日の13時半からのグランデはがくれである定期総会についてなん

ですけど、この日が武雄小学校の学校訪問と重なっているということで、教育委員さんがそ

れぞれ分かれていくということでしたけど、これは佐賀なので、これは個別におのおの行く

んですか。そういうところをちょっと聞きたいなと思って。 

○職務代理者 

 一応個別に今まで行っておりました。 

○教育長 
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 どこか待ち合わせてという手は当然あります。そういうところも結構ございます。 

○Ｇ委員 

 そして、これは前は定期総会と研修会と聞いていたんですけれども、大体時間的にはいつ

もどれぐらいあるんですか。13時半からでしょう。 

○職務代理者 

 16時半から17時。16時半過ぎぐらいまで。 

○Ｇ委員 

 ああ、講演があるんですね。16時半ですね。 

○職務代理者 

 このときに武雄小学校に行かれる方は、教育長さんのほかに３人ですね。 

○教育総務課総務係長 

 学校訪問は、Ｂ委員さんとＦ委員さんとＤ委員さんの３名の委員さんは武雄小学校のほう

に行ってもらうということになっています。 

○職務代理者 

 ほかにこの行事について何かございませんか〔「なし」と声あり〕。 

 じゃ、各課からの報告はこれまでにいたします。 

 そしたら、次回の開催日です。出ておりましたように、７月23日15時です。場所はまた後

ほど決まると思います。 

○職務代理者 

 そしたら次に、その他でございます。 

○Ｆ委員 

 官民一体型協議会の地域協議会に教育委員として出させていただいていますけれども、地

域の皆さんに花まる学習会のよさをもっと聞いてもらいたいということで、高濱代表の講演

会はお願いできるんだろうかと聞かれました。私は朝日町ですけれども、今年度の準備校は

橘、朝日、若木だったと思いますが、その３町対象と言ったらおかしな話になるかもしれま

せんが、そういう方々とちょっと連携をしながら、高濱代表の話を聞けるような機会という

のはつくれるんでしょうか。 

○職務代理者 

 教育委員として地域協議会に入っておられるんですか。 

○Ｆ委員 

 いや、協議会には入っていないです。 

○スマイル学習課長 

 高濱先生自体も日程の調整も必要だと思います。ただ、準備校ということで３町を限定す

ることはちょっと難しいのかなと。やるんであれば、市内の全ての方を対象に聞いていただ
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きたいと思いますので、そういう御要望等があるということで、近々では７月24日、これは

先ほど言いました武内小学校の公開授業の際、高濱先生がお見えになられて、講演が予定さ

れています。それ以外ということであれば、また日程を含めて要相談。 

 昨年も市内で何回かやっていただきましたけれども、今年度も新しい学校の取り組みが９

月、10月ぐらいに決まりますので、その前後を考えて、一、二回の講演をお願いしたいなと

いうことは考えておりますが、どちらにしても、市民の方全部を対象という形にしかならな

いのかなと思っています。 

○Ｆ委員 

 たまたまという言い方はおかしいですけど、朝日を中心に考えたら、若木と橘は隣なんで

すよね。車でいえば10分ぐらいのところに朝日町の小学校の体育館があるので、そういうと

ころでやってもらったら、今、とにかく朝日は地域をどうやって巻き込もうかという盛り上

げ方というのをいろいろ模索されています。やっぱり朝日は今までの官民一体型学校と

ちょっと違う大規模校なので、そういった意味でもいろいろ考えていらっしゃるところがあ

るみたいなので、よかったら会場をそういうふうにしてもらって、もちろん対象は市全体と

いうことでもいいので、よかったら考えていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○スマイル学習課長 

 会場の件につきましては、そのあたりを考慮して考えていきたいと思います。 

○Ｆ委員 

 ありがとうございます。 

○Ｃ委員 

 ぜひ実現するようにお願いします。 

○職務代理者 

 では、この後は古賀課長と連絡をとっていただいて決めていただきたいと思います。 

 その他でほかにございませんか。 

 そしたら、私が１つだけ。 

 最近、ちょっと問題になってきている子どもの貧困ということで、御飯を食べて学校に来

ない、それから、貧困のために学校に来れない。一応生活保護とかもありますが、そういう

ふうな傾向があるというのは武雄市内でもありますか。 

○学校教育課長 

 そこまでひどいということに関しましては把握はしておりません。もちろん経済的に厳し

いという御家庭はございますので、支援課と連携して、生活支援、御家庭の支援を含めまし

てやっているところはございます。貧困のために学校に来れないという子どもは今のところ

認識しておりません。 

○職務代理者 
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 ああ、そうですか。結構です。 

○Ａ委員 

 ちょっとほかの方から聞いたんですが、市内の小学校で女の子にシラミが出ているとか、

そんなことを聞いたことありますか。 

○学校教育課長 

 そういうのも確実な把握はしておりませんので、調査はしたいと思います。 

 ただ、今、ちょうと全国的にシラミの発生が問題にはなってきているとは思います。今、

一番言われるのは、例えば、プールなんかをしたときにタオルの貸し借りをすると。接触以

外にシラミというのはうつりませんので、恐らく学校で考えられるのはプールがあったとき

とか、いろんな活動をしたときのタオルを使い回ししている。保育園あたりですと、お昼寝

のときに接触しているというのが考えられますけれども、学校で考えられるのはそれぐらい

ですので、今は清潔にして、お薬、シャンプー等を使えば駆除できるようになっております

ので、シラミが発生したという状況があったときには個別に対応していると認識しておりま

す。 

 市教委で全部把握しているわけではございません。申しわけございません。 

○職務代理者 

 時間があるときに、また調査等もしてみてください。 

○Ｅ委員 

 うちの娘の場合は２回ぐらい低学年在学中にもらってきたんですけど、やっぱり夏場、

プールがある時期にもらってきているんですね。その発生源となる子どもさんは、親御さん

が子どもさんに余り手をかけられないお宅だということだったんですね。だから、やっぱり

親が子どもにちゃんと手をかけて、よく見てあげるとかですね、薬用シャンプーがあるんで

すけど、そういうのをきちんとして駆除するというようなことを、できない御家庭もあるの

かなというのを思いましたけれども。 

○Ｇ委員 

 そのシラミの薬用シャンプーって結構高価高いんだそうですよ。だから、何かしてやりた

かけど高いと聞いてですね。プールの前でもちょっとはやったですもんね。。 

○職務代理者 

 そしたら、保健室との連携で、どうぞ調査と指導をお願いしたいと思います。 

 そしたら、これをもちまして６月の定例教育委員会を終わりたいと思います。暑くなりま

すので、どうぞ皆さんお体に気をつけてください。事務局の方、長い時間ありがとうござい

ました。どうもお疲れさまでした。 

午後４時37分 閉会 


